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諮問庁：国税庁長官 

諮問日：平成２７年２月２日（平成２７年（行個）諮問第１４号） 

答申日：平成２８年１２月５日（平成２８年度（行個）答申第１３８号） 

事件名：特定被相続人の相続税に関して本人が受けた税務調査に係る書類の一

部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

平成２４年７月から行われた特定被相続人（特定年月日死亡）の相続税

に対して開示請求者が受けた税務調査（以下「本件税務調査」という。）

に係る調査関係書類一式（以下「本件文書」という。）に記録された保有

個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を

不開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分

については，別表４に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

う。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年９月２６日

付け特定記号１－６６２により特定税務署長（以下「処分庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

 本件審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，おおむね次のとお

りである。（審査請求人が添付している資料は省略する。） 

 （１）法１４条２号により不開示となった部分について 

ア 審査請求人は，平成２６年９月４日，特定税務署長が，平成２６年

７月８日，無申告加算税の賦課決定したことに対して，国税通則法６

６条１項ただし書所定の「正当な理由」があることを理由に全部取消

しを求めて異議申立てをし，その裏付け調査のために，保有個人情報

請求をした。 

  かかる保有個人情報開示請求に対し，特定税務署長は，法１４条２

号を根拠に，開示対象文書の一部を不開示とした。 

イ しかし，当該不開示部分は，法１４条２号イ（慣行として開示請求

者が知ることが予定されている情報）に該当するため，開示しなけれ 

ばならない。 
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  「知ることが予定されている情報」とは，実際には知られていない

が，将来的に知ることが予定されている場合である。 

  当該不開示部分は，開示請求者以外の者の情報に関するものである

が，本件における開示請求者以外の者とは，開示請求者の共同相続人

であり，相続人は，被相続人の遺産に関し調査する権限を有する以上，

当該不開示部分に係る情報は，共同相続人間においては当然に明らか

にされることが予定されている情報に尽きる。 

  したがって，当該不開示部分は，法１４条２号イに該当するため，

開示しなければならない。 

（２）法１４条７号により不開示となった部分について 

  ア 特定税務署長は，審査請求人の保有個人情報開示請求に対し，法１

４条７号柱書き及びイを根拠に，開示対象文書の一部を不開示とした。 

  イ しかし，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びイに該当する

ものではないため，開示しなければならない。 

    法１４条７号柱書きに該当するか否かは，当該事務又は事業の本質

的な性格，具体的には，当該事務又は事業の目的，その目的達成のた

めの手法等に照らして，その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

かどうかにより判断されなければならない。 

    そこで，「当該事務又は事業の性質上，適正な遂行に支障を及ぼす

おそれ」を判断する上では，同号各規定の要件の該当性は客観的に判

断される必要があり，また，事務又は事業の根拠となる規定，趣旨に

照らし，個人の権利利益を保護する観点からの開示の必要性等の種々

の利益を考慮した上で，「適正な遂行」といえるものでなければなら

ない。 

    また，「支障」の程度は，名目的なものでは足りず，実質的なもの

が要求され，「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく，法

的保護に値する蓋然性が要求される。 

    審査請求人が，本件開示請求をした理由は，相続税の無申告加算税

の賦課決定に対して「正当な理由」を主張するための裏付け調査のた

めである。開示請求で得た資料の使い途が明らかな本件においては，

税務調査への対策を講じたり，税額計算上の不定手口の巧妙化を図っ

たりするなどの「違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその

発見を困難にするおそれ」はなく，税務行政の適正な遂行に支障を及

ぼす蓋然性は認められない。 

    したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びイに該当

するものではないため，開示しなければならない。 

  ウ なお，１４条７号柱書き及びイを不開示条項としておきながら，不
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開示とした理由について，取引先等の関係者から信頼を失い情報提供

や税務調査への協力が得られなくなると述べている部分がある。 

    「開示しないとの条件で任意に提供されたものである」として，法

１４条３号ロに該当すると述べるならともかく，同条７号とは何ら関

係のない事情である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

 （１）本件開示請求の経緯等について 

本件開示請求は，特定税務署長（処分庁）に対し，平成２４年７月か

ら行われた特定被相続人（特定年月日死亡）の相続税に対して開示請求

者（審査請求人）が受けた税務調査に係る調査関係書類一式に記載され

ている開示請求者（審査請求人）の保有個人情報の開示を求めるもので

ある。 

処分庁は，本件文書に記載された保有個人情報を審査請求人が開示を

求める保有個人情報として特定し，平成２６年９月２６日付け特定記号

１－６６２により，別表１の不開示とした部分について，法１４条２号，

７号柱書き及びイに該当するとして不開示とする一部開示決定（原処

分）を行っている。 

これに対して，審査請求人は，原処分を取り消し，対象文書の全部を

開示するよう求めていることから，以下，原処分において不開示とした

部分（以下，第３において「本件不開示部分」という。）の不開示情報

該当性を検討する。 

（２）不開示情報該当性について 

   ア 法１４条２号該当性 

（ア）法１４条２号について 

法１４条２号は，開示請求者以外の個人に関する情報であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により，開示請

求者以外の特定の個人を識別できるもの（他の情報と照合すること

により，開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

となる者を含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とはできないが，開示することにより，なお，開示請求者以外の個

人の権利利益を害するおそれがあるものを不開示情報として規定し

ている。 

（イ）別表１に掲げる部分について 

本件不開示部分のうち，別表１において処分庁が法１４条２号 

に該当するとした部分には，審査請求人以外の取引先その他の関係

者など，特定の個人の氏名，住所，生年月日，整理番号等が記載さ
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れており，これらの情報は，審査請求人以外の特定の個人を識別す

ることができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とはできないが，開示することにより，なお，開示請求者以外の個

人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号の不開示情報に該当する

ものと認められることから不開示とすることが相当である。 

イ 法１４条７号該当性 

   （ア）法１４条７号について 

法１４条７号柱書き及びイは，国の機関が行う事務に関する情報

であって，開示することにより，租税の賦課又は徴収に係る事務に

関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当

な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあるも

の，その他当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるものを不開示情報として規定している。 

（イ）別表２に掲げる部分について 

別表１において処分庁が法１４条７号柱書き及びイに該当すると

した部分のうち，別表２に掲げる部分については，開示したとして

も，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくは

その発見を困難にするおそれ，その他当該事務又は事業の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとは言えず，同条７号柱書き及びイ

の不開示情報に該当しないことから，開示することが相当である。 

（ウ）別表２に掲げる部分以外の不開示部分について 

別表１において処分庁が法１４条７号柱書き及びイに該当すると

して不開示とした部分のうち，別表２に掲げる部分以外の部分につ

いては，審査請求人の相続税に係る決定処分を行うに当たり，反面

調査をも含めた税務調査の対象が具体的かつ詳細に記載されている

ことが認められる。 

税務調査においては，調査対象者と第三者との取引内容等につい

て税務申告に適正に反映されているかを確認する目的で，第三者に

対して反面調査等が実施されることがある。 

したがって当該不開示部分を調査対象者に開示すると，国税当局

が行った調査方法及び国税当局が自らの課税に関する情報をどの程

度把握しているかといった情報を推察させることとなる。 

その結果，不正な手口により正規の税の支払いを免れようとする

一部の納税者においては，今後の自らに対する税務調査への対策を

講じることが可能となるなど，租税の賦課又は徴収に係る事務に関
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し，国税当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあると認められる。 

加えて，当該不開示文書に係る情報の中には，国税当局が審査請

求人以外の者の協力を得て入手したものが含まれており，これらの

情報は，重い守秘義務に担保された税務行政に対する信頼に基づい

て提供を受けたものであり，その内容が公にされた場合には，この

ことを知った納税者においては，国税当局への信頼を失い，じ後，

国税当局への情報提供をちゅうちょし，税務行政の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあるものと認められる。 

したがって，当該不開示部分は，法１４条７号柱書き及びイに該

当すると認められるので，不開示とすることが相当である。 

（３）結論 

以上のことから，本件不開示部分のうち，別表２に掲げる部分につ 

いては開示するべきであるが，その余の部分については，法１４条２号

並びに７号柱書き及びイに規定する不開示情報に該当するとして不開示

としたことは妥当であると判断する。 

 ２ 補充理由説明書 

 （１）補充する理由について 

    平成２７年２月２日付け課資１－８の諮問書に添付して提出した理由

説明書の別紙１（税務調査関係書類に関して原処分で不開示とした部分

とその理由等）において不開示とした部分（別表１（原処分で不開示と

した部分とその理由等））のうち，別表３の番号１ないし番号４に掲げ

る部分については，原処分において法１４条７号柱書きの不開示情報に

該当するとして不開示とした部分であるが，同号イにも該当すると認め

られ，別表３の番号５及び番号６に掲げる部分については，原処分にお

いて法１４条２号の不開示情報に該当するとして不開示とした部分であ

るが，同条７号イにも該当すると認められるため，以下に補充して説明

する。 

 （２）不開示情報該当性について 

ア 法１４条７号イ該当性 

法１４条７号イは，国の機関が行う事務に関する情報であって，開

示することにより，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあるものを不開示情

報として規定している。 

イ 別表３の番号１ないし番号４に掲げる部分について 

別表３の番号１ないし番号４に掲げる部分は，確定申告書における
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税務署整理欄の一部であるところ，当該部分の情報については，還

付留保等の国税当局における税務審査や処理方針に係る情報であっ

て，いずれも審査請求人が承知している情報とは認められず，当該

情報が開示された場合，国税当局における確定申告書に係る審査の

内容やチェック機能の一端が明らかとなり，他の情報と組み合わせ

るなどして，確定申告書に係る審査の内容や傾向等を推認させる可

能性は否定できない。 

したがって，別表３の番号１ないし番号４に掲げる部分については，

開示されることにより，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国

税当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれが

あるものと認められ，法１４条７号イの不開示情報に該当するため，

不開示とすることが妥当である。 

ウ 別表３の番号５及び番号６に掲げる部分について 

別表３の番号５に掲げる部分は，国税当局における調査対象者の管

理に係る情報であり，別表３の番号６に掲げる部分は，国税当局が

収集した資料であると認められるところ，これらの情報は，いわゆ

る税務調査における手の内情報に該当するものといえ，いずれも審

査請求人が承知している情報とは認められず，当該部分が開示され

た場合，税務調査上の着眼点や具体的調査方法等が明らかとなるた

め，一部の納税者が，じ後の税務調査への対策を講じたり，不正手

口の巧妙化を図るなど，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国

税当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれが

あるものと認められる。 

したがって，別表３の番号５及び番号６に掲げる部分は，法１４条

７号イの不開示情報に該当するため，不開示とすることが妥当であ

る。 

 （３）結論 

    以上のことから，別表３に掲げる部分については，別表３に記載した

不開示理由が認められ，原処分において不開示としたことは妥当である

と判断する。 

第４ 調査審議の経過 

 当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年２月２日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年５月２１日     審議 
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④ 平成２８年９月３０日  本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同年１１月２日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 同年１２月１日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

  本件開示請求は，本件文書に記録された保有個人情報の開示を求めるも

のであり，処分庁は，本件対象保有個人情報を特定し，その一部が，法１

４条２号並びに７号柱書き及びイに規定する不開示情報に該当するとして，

一部開示決定（原処分）を行った。 

 これに対し審査請求人は，本件対象保有個人情報の全部の開示を求めて

いるものと解されるが，諮問庁は，原処分において不開示とした部分のう

ち，別表２に掲げる部分については開示することが相当とし，その余の部

分は，法１４条２号並びに７号柱書き及びイの不開示情報に該当するとし

て，なお不開示とすべきとしていることから，以下，本件対象保有個人情

報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がなお不開示とすべきとする部分（以

下「不開示維持部分」という。）の不開示情報該当性について検討する。 

  なお，本件対象文書に係る開示実施文書を確認したところ，原処分（開

示決定通知書）において不開示とする旨明記されていない部分（１分冊目

１３４頁の「年月日（手続名）」欄の２枠目）が不開示とされていること

が認められた。当該部分は，原処分に係る開示決定通知書上，不開示とす

る旨明記されていない以上，原処分において開示されたものと解するべき

であるから，本件審査請求の対象外と解されるので，当審査会では，当該

部分の不開示情報該当性についての判断は行わない。 

  もとより，原処分については，開示決定通知書に記載されたとおりの内

容で行われたものと解すべきであり，行政不服審査法４０条５項ただし書

の規定により，審査請求を受けて原処分を審査請求人の不利益に変更する

ことはできないことから，諮問庁が審査請求に対する決定において，原処

分で開示することとされた部分を不開示に変更することはできない。 

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）１分冊目 

  ア 別表１の１の番号３５に掲げる部分について 

別表１の１の番号３５に掲げる部分には，特定被相続人個人に対し

て国税当局が付した整理番号及び特定被相続人個人の振替納税利用

の有無が記載されており，これらの情報は，法１４条２号本文前段

に規定する開示請求者以外の個人に関する情報であって，当該個人

を識別することができる情報に該当すると認められる。 

これらの情報は，特定被相続人個人に関する情報であり，審査請求
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人が特定被相続人の相続人であるとしても，法令の規定により又は

慣行として審査請求人が知ることができ，又は知ることが予定され

ている情報であるとはいえないことから，法１４条２号ただし書イ

に該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

次に，法１５条２項の部分開示の可否について検討すると，当該特

定被相続人の氏名が既に開示されていることから，当該部分につい

て部分開示の余地はない。 

したがって，当該部分は法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

  イ その余の部分について 

    本件文書のうち１分冊目は，本件税務調査全体の処理に関する決裁

文書（決議書）を始め，その添付資料として，本件税務調査の経過や

調査結果を記載した資料，相続財産の算定資料，審査請求人等との応

接状況等を記録した資料及び反面調査で取得した資料等が編てつされ

ており，本件税務調査の関係書類を総括した内容のものであることが

認められる。 

    また，１分冊目の不開示維持部分は，本件税務調査の経過や調査結

果の処理に関する情報，国税当局部内における税務調査に関する個別

管理の情報，審査請求人以外の者に対する質疑応答に関する情報，並

びに上司等への事案の説明及び上司等からの指示に関する情報，反面

調査に関する情報等が記載されていることが認められる。 

    これらの情報は，国税当局が，どのような視点，順序を経て税務調

査を行い，調査資料等を収集し，その調査結果に応じてどのように審

議，検討していくかなど，税務調査の着眼点，調査の範囲，規模を含

む具体的な調査方針，調査方法等が記載されており，いずれも審査請

求人が承知している情報とは認められず，いわゆる税務調査における

手の内情報に該当するものといえる。 

    そうすると，これらの部分を開示した場合，税務調査の着眼点，具

体的調査方法，検討方法等が明らかとなるにとどまらず，審査請求人

が保有する情報や本件相続税調査の過程で知り得た情報と組み合わせ

ることにより，国税当局の思考過程の一部が推察されることとなるた

め，不正手口の巧妙化を図ることが可能となるなど，租税の賦課又は

徴収に係る事務に関し，国税当局による正確な事実の把握を困難にす

るおそれ又は違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあ

ると認められる。  

したがって，当該不開示維持部分は，法１４条７号イの不開示情報

に該当するため，同条２号及び７号柱書きについて判断するまでも
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なく，不開示とすることが妥当である。 

（２）２分冊目 

  ア 別表４の番号１及び番号２に掲げる部分について 

別表４の番号１及び番号２に掲げる部分は，原処分で既に開示する

こととされている情報と同一の情報であり，これらの部分が開示さ

れたとしても，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局に

よる正確な事実の把握を困難にするおそれ，違法若しくは不当な行

為の発見を困難にするおそれ又は税務行政の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとは認められないため，法１４条７号柱書き及び

イのいずれの不開示情報にも該当するとは認められず，開示すべき

である。 

イ 別表１の２の番号２１及び番号２２に掲げる部分について 

別表１の２の番号２１及び番号２２に掲げる部分には，審査請求人

以外の特定の個人の氏名等及び特定被相続人の所得等の状況等が記

載されており，これらの情報は，法１４条２号本文前段に規定する

開示請求者以外の個人に関する情報であって，当該個人を識別する

ことができる情報に該当すると認められる。 

これらの情報は，本件税務調査に係る資料に記録された個別具体的

な情報であり，審査請求人と当該特定の個人がいずれも特定被相続

人の共同相続人であったとしても，法令の規定により又は慣行とし

て審査請求人が知ることができ，又は知ることが予定されている情

報であるとはいえないことから，法１４条２号ただし書イに該当せ

ず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しない。 

次に，法１５条２項の部分開示について検討すると，当該部分のう

ち，氏名は個人識別部分であるため部分開示の余地はなく，その余

の部分も，これを開示することにより審査請求人以外の個人の権利

利益が害されるおそれがないとは認められないから部分開示するこ

とはできない。 

したがって，当該部分は法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

  ウ その余の部分について 

    本件文書のうち２分冊目は，本件税務調査について，調査の準備段

階に関する資料，調査過程での経過状況・調査内容を記載した資料等

の内容であることが認められる。 

    また，２分冊目の不開示維持部分のうち，上記ア及びイを除く部分

には，①調査の準備段階に関する情報（税務調査の着眼点及び参考情

報並びに資料情報及び調査計画等）及び②調査過程で把握・検討した
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事項に関する情報（調査経過，審査請求人以外の者に対する質疑応答

等に関する情報及び国税当局部内での検討内容等）が記載されている

ことが認められる。 

    これらの情報には，国税当局が，どのような視点，順序を経て税務

調査を行い，調査資料等を収集し，その調査結果に応じてどのように

審議，検討していくかなど，税務調査の着眼点，調査の範囲，規模を

含む具体的な調査方針，調査方法等が記載されており，いずれも審査

請求人が承知している情報とは認められず，いわゆる税務調査におけ

る手の内情報に該当するものといえる。 

    そうすると，これらの部分を開示した場合，上記（１）イと同様の

理由から，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局による正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発

見を困難にするおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号イの不開示情報に該当する

ため，同条２号及び７号柱書きについて判断するまでもなく，不開

示とすることが妥当である。 

（３）３分冊目ないし８分冊目 

本件文書のうち，３分冊目ないし８分冊目の不開示維持部分は，本件

税務調査において，国税当局が反面調査等により取得若しくは収集又は

作成した文書等に記録された保有個人情報であると認められる。 

これらの情報には，国税当局が，本件税務調査において，いつ，どの

ような文書等を，どの程度の規模で収集したかなどの反面調査に関する

情報が記載されるとともに，それらの収集した文書等をどのように検討

したかなどの情報が個別具体的に記載されており，いずれも審査請求人

が承知している情報とは認められず，いわゆる税務調査における手の内

情報に該当するものといえる。 

そうすると，これらの部分を開示した場合，上記（１）イと同様の理

由から，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発見を困

難にするおそれがあると認められる。 

したがって，当該不開示維持部分は，法１４条７号イの不開示情報に

該当するため，同号柱書きについて判断するまでもなく，不開示とする

ことが妥当である。 

（４）９分冊目 

   ア 別表４の番号３に掲げる部分について 

別表４の番号３に掲げる部分は，国税当局が反面調査により地方公

共団体から収集した審査請求人の住民票が編てつされており，審査
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請求人の氏名等の情報が記載されていることが認められる。 

当該部分の情報は，本件開示請求に基づき既に開示することとされ

ている情報と同一の情報であり，これらの部分を開示したとしても，

租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局による正確な事実

の把握を困難にするおそれ，違法又は不当な行為の発見を困難にす

るおそれや税務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは

認められず，法１４条７号柱書き及びイの不開示情報には該当しな

いことから，開示すべきである。 

イ 別表１の５の番号８ないし番号１０に掲げる部分について 

別表１の５の番号８ないし番号１０に掲げる部分は，審査請求人以

外の特定の個人の氏名等及び特定被相続人の所得等の状況等が記載

されており，これらの情報は，法１４条２号本文前段に規定する開

示請求者以外の個人に関する情報であって，当該個人を識別するこ

とができる情報に該当すると認められる。 

これらの情報は，本件税務調査に係る資料に記録された個別具体的

な情報であり，審査請求人と当該特定の個人がいずれも特定被相続

人の共同相続人であったとしても，法令の規定により又は慣行とし

て審査請求人が知ることができ，又は知ることが予定されている情

報であるとはいえないことから，法１４条２号ただし書イに該当せ

ず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しない。 

次に，法１５条２項の部分開示について検討すると，当該部分のう

ち，氏名は個人識別部分であるため部分開示の余地はなく，その余

の部分も，これを開示することにより審査請求人以外の個人の権利

利益が害されるおそれがないとは認められないから部分開示するこ

とはできない。 

したがって，当該部分は法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

   ウ 別表１の５の番号２２ないし番号２４に掲げる部分について 

   （ア）別表１の５の番号２２ないし番号２４に掲げる部分は，審査請求

人の平成１９年分ないし平成２５年分の所得税の確定申告書及び収

支内訳書のフッター部分に印字された情報の一部であると認められ

る。 

   （イ）当審査会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は以下のと

おり説明する。 

     Ａ 当該申告書等は，電子申告システムを使用して提出されたもの

であり，これらは電子データにより保管されている。 

そして，当該申告書等の電子データを印刷した場合，フッター
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部分に，その印刷を行った税務職員のＩＤの情報（以下「職員

ＩＤ情報」という。）が印字されるシステムとなっている。 

Ｂ 電子申告システムを含む国税が管理する情報システム全般（以

下「国税情報システム」という。）においては，秘匿性の高い個

人情報等を取り扱っている関係上，情報の暗号化やネットワーク

へのアクセス制限，情報システムの利用制限等の様々な措置を講

じることで，情報セキュリティの確保が図られており，その措置

の一つとして，税務職員は，電子申告システムを使用（アクセ

ス）する場合，職員ＩＤ情報及びパスワードの認証機能が必要と

されている。 

Ｃ このような国税情報システムの管理の下，仮に職員ＩＤ情報が

公にされた場合，認証機能の一つが解除されたに等しい状況とな

り，正当な利用者になりすまして不正な利用等を企てる者に対し

て，不正アクセスの端緒を開くこととなる。その結果，同システ

ム内に保存された情報の漏えい又は情報操作が可能となるなど，

税務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，職

員ＩＤ情報は，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当すると認

められる。 

   （ウ）上記の諮問庁の説明からすると，職員ＩＤ情報は，国税情報シス

テムの情報セキュリティを確保する上で重要な情報の一つであり，

当該情報が開示された場合，同システム内に保存された情報の漏え

い又は情報操作が行われる可能性は否定できない。 

したがって，職員ＩＤ情報については，当該部分を開示した場合，

税務行政の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるこ

とから，当該部分は法１４条７号柱書きの不開示情報に該当するた

め，不開示とすることが妥当である。 

  エ その余の部分について 

    本件文書のうち９分冊目は，本件税務調査について，調査の準備段

階に関する資料及び審査請求人の確定申告書等であることが認められ

る。 

    また，９分冊目の不開示維持部分のうち，上記アないしウを除く不

開示維持部分は，①調査の準備段階に関する情報（税務調査の着眼点

及び参考情報並びに資料情報及び調査計画）及び②審査請求人の確定

申告書に記載された国税当局の部内管理情報であると認められる。 

    これらの情報は，国税当局の税務調査の着眼点，調査の範囲，調査

方針及び調査方法等といった税務調査における手の内情報並びに国税

当局の税務審査や処理方針に係る情報であり，いずれも審査請求人が
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承知している情報とは認められない。 

    そうすると，これらの部分を開示した場合，上記（１）イと同様の

理由から，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局による正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発

見を困難にするおそれがあると認められる。 

したがって，当該不開示維持部分は，法１４条７号イの不開示情報

に該当するため，同条２号及び７号柱書きについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

 （５）１０分冊目 

ア 別表１の６の番号１１ないし番号１８に掲げる部分について 

別表１の６の番号１１ないし番号１８に掲げる部分は，審査請求人

以外の特定の個人の氏名及び応答状況等並びに特定被相続人の所得

等の状況等が記載されており，これらの情報は，法１４条２号本文

前段に規定する開示請求者以外の個人に関する情報であって，当該

個人を識別することができる情報に該当すると認められる。 

これらの情報は，本件税務調査に係る資料に記録された個別具体的

な情報であり，審査請求人と当該特定の個人がいずれも特定被相続

人の共同相続人であったとしても，法令の規定により又は慣行とし

て審査請求人が知ることができ，又は知ることが予定されている情

報であるとはいえないことから，法１４条２号ただし書イに該当せ

ず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も存しない。 

次に，法１５条２項の部分開示について検討すると，当該部分のう

ち，氏名は個人識別部分であるため部分開示の余地はなく，その余

の部分も，これを開示することにより審査請求人以外の個人の権利

利益が害されるおそれがないとは認められないから部分開示するこ

とはできない。 

したがって，当該部分は法１４条２号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

  イ その余の部分について 

本件文書のうち１０分冊目は，本件税務調査の準備段階に関する資

料，調査過程での経過状況等を記載した資料及び反面調査により収

集した資料であることが認められる。 

    また，１０分冊目の不開示維持部分には，①調査の準備段階に関す

る情報（税務調査の着眼点及び参考情報並びに資料情報及び調査計画

等）及び②反面調査で把握した事項に関する情報が記載されているこ

とが認められる。 

    これらの情報には，国税当局が，どのような視点，順序を経て税務
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調査を行い，調査資料等を収集し，その調査結果に応じてどのように

審議，検討していくかなど，税務調査の着眼点，調査の範囲，規模を

含む具体的な調査方針，調査方法等が記載されており，いずれも審査

請求人が承知している情報とは認められず，いわゆる税務調査におけ

る手の内情報に該当するものといえる。 

    そうすると，これらの部分を開示した場合，上記（１）イと同様の

理由から，租税の賦課又は徴収に係る事務に関し，国税当局による正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為の発

見を困難にするおそれがあると認められる。 

したがって，当該不開示維持部分は，法１４条７号イの不開示情報

に該当するため，同号柱書きについて判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張については，当審査会の判断を左右するもの

ではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号並びに７号柱書き及びイに該当するとして不開示とした決定については，

諮問庁が同条２号並びに７号柱書き及びイに該当するとしてなお不開示と

すべきとしている部分のうち，別表４に掲げる部分を除く部分は同条２号

並びに７号柱書き及びイに該当すると認められるので，不開示とすること

は妥当であるが，別表４に掲げる部分は同条７号柱書き及びイのいずれに

も該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第４部会） 

  委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別表１（原処分で不開示とした部分とその理由等） 

 

１ １分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ １頁目の「相続税更正・決定決

議書及び加算税の賦課決定決議

書（第１表）」の「処理に要し

た日数」欄 

当該部分には，調査対象と

して選定した理由，課税処分

の具体的な方法，調査経過，

調査担当者が検討した内容及

び調査結果が詳細に記載され

ており，当該部分を開示する

ことにより，税務調査の手の

内を明らかにすることとな

り，その結果，税務調査への

対策を講じたり，税額計算上

の不正手口の巧妙化を図るな

ど，租税の賦課若しくは徴収

に係る事務に関し，国税当局

による正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にす

るおそれが生じ，ひいては，

税務行政の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるため。 

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２ ３５頁目の「相続税実地調査事

績書兼非課税申告是認決議書」

の「調査区分」欄，「処理区

分」欄の一部，「資産所有等資

料の作成」欄，「見込総遺産価

額」欄，「区分ＡＢＣ」の下段

１段目ないし４段目（項目を除

く。）及び「４調査日数」の

「調査総日数」欄 

３ ３６頁目の「資産税調査書（総

括表）」の「１実地調査の選定

理由」欄，「３調査の結果」欄

の「（１）処理区分」欄及び

「（２）増差所得金額（課税価

格）」欄並びに「４調査の概

要」欄の上から２行目の１文字

目ないし１８文字目，４行目の

１３文字目ないし３４文字目，

５行目ないし９行目，１０行目

の９文字目ないし１８文字目，

２４文字目ないし３４文字目及

び１１行目の１文字目ないし９

文字目 

４ ３７頁目の「実地調査事案管理

表」の「賦課徴収連絡票（実地

調査用）」欄の「滞納の有無」

欄並びに「現物確認調査実施状

況」欄の上から１段目及び２段
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目 

５ ３８頁目の全て 

６ ４３頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「所在場

所」欄の上から１１枠目の１１

文字目ないし１８文字目，１２

枠目の１１文字目ないし１８文

字目及び１３枠目の１３文字目

ないし２０文字目，「更正又は

決定をすべきと認めた理由（主

な証拠資料）」欄の上から５枠

目ないし８枠目の各２行目の２

文字目ないし８文字目，１０枠

目ないし１２枠目の各３行目の

２文字目ないし２１文字目及び

１３枠目の３行目の２文字目な

いし２４文字目並びに「加算税

の種類」欄の上から６枠目ない

し９枠目及び１１枠目ないし１

４枠目 

７ ４４頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「所在場

所」欄の上から１枠目の１３文

字目ないし２０文字目，「更正

又は決定をすべきと認めた理由

（主な証拠資料）」欄の上から

１枠目のうち３行目の２文字目

ないし２４文字目，４枠目及び

５枠目，６枠目ないし１１枠目

の３行目の２文字目ないし１０

文字目，１２枠目及び１３枠目

並びに「加算税の種類」欄の上

から１枠目ないし３枠目及び６

枠目ないし１１枠目 

８ ４５頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「加算税の
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種類」欄の上から１２枠目ない

し１４枠目 

９ ４６頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「加算税の

種類」欄の上から１枠目ないし

５枠目 

１０ ５３頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「所在場

所」欄の上から１１枠目及び１

２枠目の１１文字目ないし１８

文字目並びに１３枠目の１３文

字目ないし２０文字目，「更正

又は決定をすべきと認めた理由

（主な証拠資料）」欄の上から

５枠目ないし７枠目の３行目の

２文字目ないし２１文字目及び

８枠目の３行目の２文字目ない

し２４文字目並びに「加算税の

種類」欄の１１枠目ないし１４

枠目 

１１ ５４頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「所在場

所」欄の上から１枠目の１３文

字目ないし２０文字目，「更正

又は決定をすべきと認めた理由

（主な証拠資料）」欄の上から

１枠目の３行目の１文字目ない

し２３文字目，５枠目ないし８

枠目の２行目の２文字目ないし

８文字目及び１０枠目ないし１

４枠目の３行目の２文字目ない

し１０文字目並びに「加算税の

種類」欄の上から１枠目ないし

３枠目，５枠目ないし８枠目及

び１０枠目ないし１４枠目 

１２ ５５頁目の「調査結果の説明書
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付表（相続税）」の「更正又は

決定をすべきと認めた理由（主

な証拠資料）」欄の上から１枠

目の３行目の２文字目ないし１

０文字目及び「加算税の種類」

欄の上から１枠目 

１３ ５６頁目の「調査結果の説明書

付表（相続税）」の「加算税の

種類」欄の上から２枠目ないし

９枠目 

１４ １１２頁目の調査手続チェック

シートの「準備調査」欄の「区

分 再調査の確認」欄の「日

付」欄並びに「手続の履行状

況」欄の「方法」欄及び「結

果」欄 

１５ １３６頁目の「争点整理表」の

「作成理由」欄，「類型」欄，

「関係税目」欄及び「処理見

込」欄 

１６ １３８頁目の「審理担当者等の

意見」欄及び「指導事項等」欄

並びに「局整理欄」欄のうち次

の部分 

上から１行目の一部 

上から２行目の一部 

上から３行目の一部 

上から４行目 

１７ １４１頁目の「応接（電話）記

録せん」の「備考」欄の一部 

１８ ６８頁目ないし８２頁目の全て 当該部分は，金融機関や開

示請求者及び開示請求者以外

の当該相続税に関係する個人

の取引先等（以下「取引先

等」という。）に対して，担

当者が調査・収集した資料で

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 
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あり，開示することにより，

調査の対象範囲や深度等国税

当局の手の内を明らかにする

こととなり，その結果，税務

調査への対策を講じたり，税

額計算上の不正手口の巧妙化

を図るなど租税の賦課又は徴

収に係る事務に関し，国税当

局による正確な事実の把握を

困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為の発見を困

難にするおそれが生じ，ひい

ては，税務行政の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある

ため。 

また，当該文書には，取引

先等が反面調査に応じた事実

やその詳細が記載されている

が，これらの情報は，税務行

政に対する理解と協力及び信

頼に基づいて，取引先等から

得た情報であることから，そ

の内容が一部でも開示された

場合，当該取引先等の関係者

からの信頼を失い，じ後，国

税当局への情報提供や税務調

査への協力が得られなくなる

など，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

１９ １２６頁目の「調査経過記録

書」１枚目並びに１２７頁目の

「調査経過記録書」２枚目の

「復命事項」欄の「年月日（手

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

法 １ ４

条 ２ 号

並 び に

７ 号 柱
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続名）」欄，「方法・場所（応接

者）」欄，「調査事項・応接状況

等」欄及び「指示事項等」欄 

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

また，当該部分には，調査

対象として選定した理由，課

税処分の具体的な方法，調査

経過，調査担当者が検討した

内容及び調査結果が詳細に記

載されており，当該部分を開

示することにより，税務調査

の手の内を明らかにすること

となり，その結果，税務調査

への対策を講じたり，税額計

算上の不正手口の巧妙化を図

るなど，租税の賦課若しくは

徴収に係る事務に関し，国税

当局による正確な事実の把握

を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難

にするおそれが生じ，ひいて

は，税務行政の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるた

め。 

書 き 及

びイ 

２０ １２８頁目の「調査経過記録

書」３枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目ないし６枠目及び８枠

目ないし１０枠目，「方法・場

所（応接者）」欄及び「調査事

項・応接状況等」欄の上から１

枠目ないし９枠目及び１１枠目

ないし１３枠目並びに「指示事

項等」欄の上から１枠目ないし

９枠目及び１１枠目ないし１３

枠目 

２１ １２９頁目の「調査経過記録

書」４枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目ないし９枠目及び１１

枠目，「方法・場所（応接者）」

欄，「調査事項・応接状況等」

欄並びに「指示事項等」欄の上

から１枠目ないし１０枠目及び

１２枠目 

２２ １３０頁目の「調査経過記録

書」５枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目ないし４枠目及び７枠

目ないし１１枠目，「方法・場

所（応接者）」欄，「調査事項・

応接状況等」欄並びに「指示事

項等」欄の上から１枠目ないし

５枠目及び８枠目ないし１３枠

目 

２３ １３１頁目の「調査経過記録

書」６枚目の「復命事項」欄の



 - 21 - 

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目ないし６枠目及び８枠

目ないし１０枠目，「方法・場

所（応接者）」欄，「調査事項・

応接状況等」欄並びに「指示事

項等」欄の上から１枠目ないし

７枠目，９枠目及び１１枠目な

いし１４枠目 

２４ 

 

１３２頁目の「調査経過記録

書」７枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目，３枠目ないし５枠目

及び１０枠目，「方法・場所

（応接者）」欄，「調査事項・応

接状況等」欄並びに「指示事項

等」欄の上から１枠目，３枠目

ないし６枠目，９枠目及び１２

枠目ないし１４枠目 

２５ １３３頁目の「調査経過記録

書」８枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄，「方

法・場所（応接者）」欄及び

「調査事項・応接状況等」欄並

びに「指示事項等」欄 

２６ １３４頁目の「調査経過記録

書」９枚目の「復命事項」欄の

「年月日（手続名）」欄の上か

ら１枠目及び３枠目，５枠目，

６枠目及び８枠目ないし１１枠

目，「方法・場所（応接者）」

欄，「調査事項・応接状況等」

欄並びに「指示事項等」欄の上

から１枠目ないし４枠目，６枠

目ないし８枠目及び１０枠目な

いし１５枠目 
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２７ １３５頁目の「調査経過記録

書」１０枚目の「復命事項」欄

の「年月日（手続名）」欄の上

から１枠目ないし７枠目及び９

枠目ないし１４枠目，「方法・

場所（応接者）」欄，「調査事

項・応接状況等」欄及び「指示

事項等」欄の上から１枠目ない

し８枠目，「調査事項・応接状

況等」欄の上から９枠目の２行

目の１文字目ないし３文字目並

びに「方法・場所（応接者）」

欄，「調査事項・応接状況等」

欄及び「指示事項等」欄の上か

ら１０枠目ないし１５枠目 

２８ １３９頁目の「事実関係時系列

表」の「年月日」欄及び「事実

関係（納税者等が主張する事実

を含む。）」欄の上から２枠目，

６枠目，８枠目ないし１３枠

目，１５枠目及び１７枠目並び

に「左の事実を示す証拠」欄の

上から１７枠目 

２９ １４０頁目の「年月日」欄及び

「事実関係（納税者等が主張す

る事実を含む。）」欄の上から１

枠目，４枠目ないし１７枠目及

び１９枠目並びに「左の事実を

示す証拠」欄の上から１枠目，

５枠目，９枠目，１２枠目，１

４枠目及び１６枠目 

３０ ２１４頁目の「贈与税及び相続

税への加算額」の一部 

３１ ２１５頁目ないし２１７頁目 

３２ ２１８頁目の上から１行目ない

し２９行目及び余白部分 
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３３ 

 

２１９頁目の上から１行目ない

し３３行目及び余白部分 

３４ ２２０頁目の上から１行目ない

し９行目及び余白部分 

３５ ２０８頁目の「賦課徴収連絡票

（実地調査用）」の「１調査対

象の状況等」の「整理番号」欄

及び「２滞納状況等」の「振替

納税利用の有無」欄 

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

法 １ ４

条２号 

 

２ ２分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ １頁目の上から１行目の一部，

３行目ないし６行目，２頁目及

び３頁目の全て，７５頁目の上

から１行目の一部及び３行目な

いし８行目，９７頁目の上から

１行目ないし７行目，１０７頁

目の上から１行目の一部及び２

行目ないし１０行目並びに１１

７頁目の上から１行目の一部及

び２行目ないし７行目 

当該部分には，調査対象と

して選定した理由，課税処分

の具体的な方法，調査経過，

調査担当者が検討した内容及

び調査結果が詳細に記載され

ており，当該部分を開示する

ことにより，税務調査の手の

内を明らかにすることとな

り，その結果，税務調査への

対策を講じたり，税額計算上

の不正手口の巧妙化を図るな

ど，租税の賦課若しくは徴収

に係る事務に関し，国税当局

による正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にす

るおそれが生じ，ひいては，

税務行政の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるため。 

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２ １２３頁目の「相続税資料カー

ド兼準備調査書（第１表）」の

うち「申告額（千円）」欄，「構

成比」欄及び「要調査事項の総

括」欄等（項目を除く。） 

３ １２４頁目の「相続税資料カー

ド兼準備調査書（第２表）」の

うち「５８条受付番号」欄，

「主業種」欄の一部及び「従業

種」欄 
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４ １３６頁目の「相続税資料カー

ド兼準備調査書（第４表）」の

「主業種」欄の一部 

５ １３７頁目の「相続税準備調査

書（第５表）」の一部 

６ １２５頁目の「相続税準備調査

書（第３表）」の一部 

当該部分は，収集した資料

の内容及び当該資料等に基づ

き，調査担当者が調査の過程

において検討した内容が詳細

に記載されており，当該部分

を開示することにより，調査

の着眼点，調査の範囲，具体

的調査方法，検討方法等税務

調査の手の内を明らかにする

こととなり，その結果，税務

調査への対策を講じたり，税

額計算上の不正手口の巧妙化

を図るなど，租税の賦課若し

くは徴収に係る事務に関し，

国税当局による正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれが生じ，ひ

いては，税務行政の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあ

るため。 

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

７ １２６頁目ないし１３４頁目の

「相続税準備調査書（第３表

続）」の一部 

８ １３５頁目の「相続税準備調査

書（第３表の付表）」の一部 

９ ４頁目ないし７４頁目，７６頁

目ないし９５頁目及び９８頁目

ないし１０１頁目の全て 

当該部分は，取引先等に対

して，担当者が調査・収集し

た資料であり，開示すること

により，調査の対象範囲や深

度等国税当局の手の内を明ら

かにすることとなり，その結

果，税務調査への対策を講じ

たり，税額計算上の不正手口

の巧妙化を図るなど租税の賦

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 
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課又は徴収に係る事務に関

し，国税当局による正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

の発見を困難にするおそれが

生じ，ひいては，税務行政の

適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

また，当該文書には，取引

先等が反面調査に応じた事実

やその詳細が記載されている

が，これらの情報は，税務行

政に対する理解と協力及び信

頼に基づいて，取引先等から

得た情報であることから，そ

の内容が一部でも開示された

場合，当該取引先等の関係者

からの信頼を失い，じ後，国

税当局への情報提供や税務調

査への協力が得られなくなる

など，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

１０ １０５頁目の「印影確認表」の

うち上部余白部分，確認場所

名，「押印個所」欄，「使用者の

氏名」欄，「保管者の氏名」欄，

「使用目的等」欄，「保管場

所」欄及び「摘要」欄の上から

１行目 

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

また，当該部分は，取引先

等に対して，担当者が調査・

収集した資料であり，開示す

法 １ ４

条 ２ 号

並 び に

７ 号 柱

書 き 及

びイ 

１１ １０６頁目及び１０８頁目ない

し１１５頁目の全て 
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ることにより，調査の対象範

囲や深度等国税当局の手の内

を明らかにすることとなり，

その結果，税務調査への対策

を講じたり，税額計算上の不

正手口の巧妙化を図るなど租

税の賦課又は徴収に係る事務

に関し，国税当局による正確

な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な

行為の発見を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

１２ １１８頁目及び１１９頁目の全

て並びに１２０頁目の「相続税

の臨宅調査事績書（第１表）」

（項目を除く）の全て 

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

また，当該部分には，調査

対象として選定した理由，課

税処分の具体的な方法，調査

経過，調査担当者が検討した

内容及び調査結果が詳細に記

載されており，当該部分を開

示することにより，税務調査

の手の内を明らかにすること

となり，その結果，税務調査

への対策を講じたり，税額計

算上の不正手口の巧妙化を図

るなど，租税の賦課若しくは

徴収に係る事務に関し，国税

法 １ ４

条 ２ 号

並 び に

７ 号 柱

書 及 び

イ 

１３ １２１頁目の「相続税の臨宅調

査事績書（第２表）」（項目を除

く）の全て 

１４ １２２頁目の「相続税の臨宅事

績書（第３表）」（項目を除く）

の全て 

１５ １３８頁目及び１３９頁の全て 

１６ １４６頁目の「相続税の臨宅調

査事績書（第１表）」（項目を除

く）の全て及び余白部分 

１７ １４７頁目の「相続税の臨宅調

査事績書（第２表）」（項目を除

く）の全て及び余白部分 

１８ １４８頁目の全て 

１９ １４９頁目の「相続税の臨宅事

績書（第３表）」（項目を除く）

の全て 
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２０ １５０頁目，１５１頁目，１５

３頁目，１５４頁目及び１５５

頁目ないし２４４頁目の全て 

当局による正確な事実の把握

を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難

にするおそれが生じ，ひいて

は，税務行政の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるた

め。 

２１ １２３頁目の「相続税資料カー

ド兼準備調査書（第１表）」の

うち「相続税の納付状況」欄の

うち財産取得者の数及び「財産

取得者氏名」欄 

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

法 １ ４

条２号 

２２ １２４頁目の「相続税資料カー

ド兼準備調査書（第２表）」の

うち「３ 被相続人の所得等の

状況（円）」欄（項目を除く。）

及び「４ 被相続人の継続管理

等の情報」（項目を除く。） 

 

３ ３分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ １頁目ないし１７頁目の全て 当該部分は，収集した資料

の内容及び当該資料等に基づ

き，調査担当者が調査の過程

において検討した内容が詳細

に記載されており，当該部分

を開示することにより，調査

の着眼点，調査の範囲，具体

的調査方法，検討方法等税務

調査の手の内を明らかにする

こととなり，その結果，税務

調査への対策を講じたり，税

額計算上の不正手口の巧妙化

を図るなど，租税の賦課若し

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２ ４２頁目の上から１行目の一部

及び３行目ないし８行目の一部 

３ １０６頁目の上から１行目ない

し８行目の一部 

４ １２４頁目及び１２５頁目の全

て 

５ １２６頁目の一部，１２７頁目

の全て及び１２８頁目の上から

１行目ないし３行目の一部 

６ ２１５頁目の上から１行目ない

し４行目，７行目及び８行目の

一部 
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７ ３９９頁目の上から１行目ない

し５行目の一部 

くは徴収に係る事務に関し，

国税当局による正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれが生じ，ひ

いては，税務行政の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあ

るため。 

８ ４３頁目ないし１０５頁目の全

て 

当該部分は，取引先等に対

して，担当者が調査・収集し

た資料であり，開示すること

により，調査の対象範囲や深

度等国税当局の手の内を明ら

かにすることとなり，その結

果，税務調査への対策を講じ

たり，税額計算上の不正手口

の巧妙化を図るなど租税の賦

課又は徴収に係る事務に関

し，国税当局による正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

の発見を困難にするおそれが

生じ，ひいては，税務行政の

適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

また，当該文書には，取引

先等が反面調査に応じた事実

やその詳細が記載されている

が，これらの情報は，税務行

政に対する理解と協力及び信

頼に基づいて，取引先等から

得た情報であることから，そ

の内容が一部でも開示された

場合，当該取引先等の関係者

からの信頼を失い，じ後，国

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

９ １０７頁目ないし１２３頁目の

全て 

１０ １２９頁目ないし２１４頁目の

全て 

１１ ２１６頁目ないし３９８頁目の

全て 

１２ ４００頁目ないし４０２頁目の

全て 
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税当局への情報提供や税務調

査への協力が得られなくなる

など，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

 

４ ４分冊目ないし８分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ ４分冊目の文書（１頁目ないし

５１２頁目）の全て 

当該部分は，取引先等に対

して，担当者が調査・収集し

た資料であり，開示すること

により，調査の対象範囲や深

度等国税当局の手の内を明ら

かにすることとなり，その結

果，税務調査への対策を講じ

たり，税額計算上の不正手口

の巧妙化を図るなど租税の賦

課又は徴収に係る事務に関

し，国税当局による正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

の発見を困難にするおそれが

生じ，ひいては，税務行政の

適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

また，当該文書には，取引

先等が反面調査に応じた事実

やその詳細が記載されている

が，これらの情報は，税務行

政に対する理解と協力及び信

頼に基づいて，取引先等から

得た情報であることから，そ

の内容が一部でも開示された

場合，当該取引先等の関係者

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２ ５分冊目の文書（１頁目ないし

４０６頁目）の全て 

３ ６分冊目の文書の（１頁目ない

し３６４頁目）全て 

４ ７分冊目の１頁目の「文書名」

欄及び「送付先」欄，２頁目の

「決裁」欄の下の１行目，３頁

目の１行目ないし３行目，４頁

目ないし７頁目の全て，８頁目

の右上余白部分，「文書名」欄

及び「送付先」欄，９頁目の

「決裁」欄の下１行目，１０頁

目ないし１４頁目の全て，１５

頁目の「文書名」欄及び「送付

先」欄，１６頁目の「決裁」欄

の下１行目ないし３行目並びに

１７頁目ないし２８６頁目の全

て 

５ ８分冊目の文書（１頁目ないし

５１７頁目）の全て 
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からの信頼を失い，じ後，国

税当局への情報提供や税務調

査への協力が得られなくなる

など，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

 

５ ９分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ １頁目の「相続税資料カード兼

準備調査書（第１表）」のうち

「申告額（千円）」欄，「構成

比」欄及び「要調査事項の総

括」欄等（項目を除く。） 

当該部分には，調査対象と

して選定した理由，課税処分

の具体的な方法，調査経過，

調査担当者が検討した内容及

び調査結果が詳細に記載され

ており，当該部分を開示する

ことにより，税務調査の手の

内を明らかにすることとな

り，その結果，税務調査への

対策を講じたり，税額計算上

の不正手口の巧妙化を図るな

ど，租税の賦課若しくは徴収

に係る事務に関し，国税当局

による正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にす

るおそれが生じ，ひいては，

税務行政の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるため。 

法１４

条７号

柱書き

及びイ 

２ ２頁目の「相続税資料カード兼

準備調査書（第２表）」のうち

「５８条受付番号」欄，「主業

種」欄の一部及び「従業種」欄 

３ １２頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第４表）」の「主

業種」欄の一部 

４ １４頁目の「発送文書チェック

表」の「文書名」欄及び「送付

先」欄 

５ ２８頁目の「発送文書チェック

表」の「文書名」欄及び「送付

先」欄 

６ ７５頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第２表）」のうち

「主業種」欄の一部及び「従業

種」欄 

７ ８０頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第４表）」のうち

「主業種」欄の一部 
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８ １頁目の「相続税資料カード兼

準備調査書（第１表）」のうち

「相続税の納付状況」欄の「財

産取得者の数」及び「財産取得

者氏名」欄 

当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

１４条

２号 

９ ２頁目の「相続税資料カード兼

準備調査書（第２表）」のうち

「３ 被相続人の所得等の状況

（円）」欄（項目を除く。）及び

「４ 被相続人の継続管理等の

情報」（項目を除く。） 

１０ ７５頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第２表）」のうち

「３ 被相続人の所得等の状況

（円）」欄（項目を除く。）及び

「４ 被相続人の継続管理等の

情報」（項目を除く。） 

１１ ３頁目の「相続税準備調査書

（第３表）」の一部 

当該部分は，収集した資料

の内容及び当該資料等に基づ

き，調査担当者が調査の過程

において検討した内容が詳細

に記載されており，当該部分

を開示することにより，調査

の着眼点，調査の範囲，具体

的調査方法，検討方法等税務

調査の手の内を明らかにする

こととなり，その結果，税務

調査への対策を講じたり，税

額計算上の不正手口の巧妙化

を図るなど，租税の賦課若し

くは徴収に係る事務に関し，

国税当局による正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれが生じ，ひ

法１４

条７号

柱書き

及びイ 

１２ ４頁目ないし１１頁目の「相続

税準備調査書（第３表続）」の一

部 

１３ １３頁目の「相続税準備調査書

（第５表）」の一部 

１４ ３９頁目の全て 
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いては，税務行政の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあ

るため。 

１５ １５頁目ないし２７頁目の全て 当該部分は，取引先等に対

して，担当者が調査・収集し

た資料であり，開示すること

により，調査の対象範囲や深

度等国税当局の手の内を明ら

かにすることとなり，その結

果，税務調査への対策を講じ

たり，税額計算上の不正手口

の巧妙化を図るなど租税の賦

課又は徴収に係る事務に関

し，国税当局による正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

の発見を困難にするおそれが

生じ，ひいては，税務行政の

適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

また，当該文書には，取引

先等が反面調査に応じた事実

やその詳細が記載されている

が，これらの情報は，税務行

政に対する理解と協力及び信

頼に基づいて，取引先等から

得た情報であることから，そ

の内容が一部でも開示された

場合，当該取引先等の関係者

からの信頼を失い，じ後，国

税当局への情報提供や税務調

査への協力が得られなくなる

など，国税当局による正確な

事実の把握を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

法１４

条７号

柱書き

及びイ 

１６ ２９頁目ないし３８頁目の全て 

１７ ７９頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第５表）」の一部 

１８ 

 

８１頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第５表）」の一部 
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すおそれがあるため。 

１９ 

 

４０頁目の「所得税の準確定申

告書（第一表）」の整理欄の一部 

当該部分は，申告書の具体

的な審査事項等を記載する部

分であり，当該部分を開示す

ることにより，所得税の賦課

に係る事務に関し，正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

を容易にし，若しくはその発

見を困難にするおそれがある

ため。 

法１４

条７号

柱書き ２０ ４２頁目，４８頁目，５２頁

目，５６頁目，６０頁目，６４

頁目及び６８頁目の「所得税の

確定申告書（第一表）」の整理欄

の一部 

２１ ４４頁目の「所得税及び復興特

別所得税の確定申告書（第一

表）」の整理欄の一部 

２２ 

 

４２頁目及び４３頁目の「所得

税の確定申告書」のフッター部

分の一部 

当該部分は，電子申告等シ

ステムにログインする際のセ

キュリティ情報が出力される

部分であり，当該部分を開示

することにより，電子申告等

システムに侵入し，申告書等

の不正出力やデータ改ざん，

破壊等が行われることにより

事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるため。 

法１４

条７号

柱書き 

２３ 

 

４４頁目及び４５頁目の所得税

及び復興特別所得税の確定申告

書のフッター部分の一部 

２４ ４６頁目ないし７１頁目の「所

得税の確定申告書」及び「収支

内訳書（不動産所得用）」のフッ

ター部分の一部 

２５ ７６頁目ないし７８頁目の全部 当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

また，当該部分は，取引先

等に対して，担当者が調査・

収集した資料であり，開示す

ることにより，調査の対象範

囲や深度等国税当局の手の内

を明らかにすることとなり，

その結果，税務調査への対策

法１４

条２号

並びに

７号柱

書き及

びイ 
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を講じたり，税額計算上の不

正手口の巧妙化を図るなど租

税の賦課又は徴収に係る事務

に関し，国税当局による正確

な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な

行為の発見を困難にするおそ

れが生じ，ひいては，税務行

政の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるため。 

 

６ １０分冊目 

番号 不開示とした部分 不開示とした理由 条項 

１ １頁目ないし５頁目の全て 当該部分は，収集した資料

の内容及び当該資料等に基づ

き，調査担当者が調査の過程

において検討した内容が詳細

に記載されており，当該部分

を開示することにより，調査

の着眼点，調査の範囲，具体

的調査方法，検討方法等税務

調査の手の内を明らかにする

こととなり，その結果，税務

調査への対策を講じたり，税

額計算上の不正手口の巧妙化

を図るなど，租税の賦課若し

くは徴収に係る事務に関し，

国税当局による正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容

易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれが生じ，ひ

いては，税務行政の適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあ

るため。 

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２ ２１頁目の全て 

３ ２２頁目の「署内資料及び署外

資料の調査事績整理表」の上部

右余白部分，「２署外簿署等の

調査」欄の「調査（照会）内

容」欄及び「調査（照会）先」

欄 

４ ２３頁目の「署内資料及び署外

資 料 の 調 査 事 績 書 整 理 表

（続）」の「調査（照会）内

容」欄及び「調査（照会）先」

欄 

５ ３０頁目ないし３４頁目の全て 

６ ７頁目の「相続税申告相談・申 当該部分には，調査対象と 法 １ ４
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告審理事績書兼非課税省略決議

書」の「処理区分」欄及び「申

告額（円）」欄の「仮表示」欄 

して選定した理由，課税処分

の具体的な方法，調査経過，

調査担当者が検討した内容及

び調査結果が詳細に記載され

ており，当該部分を開示する

ことにより，税務調査の手の

内を明らかにすることとな

り，その結果，税務調査への

対策を講じたり，税額計算上

の不正手口の巧妙化を図るな

ど，租税の賦課若しくは徴収

に係る事務に関し，国税当局

による正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にす

るおそれが生じ，ひいては，

税務行政の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるため。 

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

７ ２４頁目ないし２９頁目の全て 

８ ３５頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第２表）」のう

ち「５８条受付番号」欄，「主

業種」欄の一部及び「従業種」

欄 

９ ３８頁目の「相続税課税見込事

案抽出票」の「番号」欄，「抽

出基準」欄及び「該当の有無」

欄 

１０ ６頁目の全て 当該部分は，開示請求者以

外の個人に関する情報であ

り，開示請求者が知ることが

できる情報とは認められない

ことから，当該部分を開示す

ることにより，開示請求者以

外の個人の権利利益を害する

おそれがあるため。 

法 １ ４

条２号 １１ ８頁目の「資産税関係事案処理

等経過表」の上部余白並びに

「日付（日数）」欄，「事項」

欄，「面接者」欄及び「処理等

の経過」欄の上から１行目及び

２行目 

１２ ９頁目の「資産税関係事案処理

等経過表」の上部余白並びに

「日付（日数）」欄，「事項」

欄，「面接者」欄及び「処理等

の経過」欄の上から１行目 

１３ １０頁目の「資産税関係事案処

理 等 経 過 表 」 の 「 日 付 （ 日

数）」欄，「事項」欄及び「面接

者」欄の上から１行目並びに

「処理等の経過」欄の上から１
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行目ないし７行目 

１４ １５頁目の「資産税関係事案処

理 等 経 過 表 」 の 「 日 付 （ 日

数）」欄，「事項」欄及び「面接

者」欄の上から１行目並びに

「処理等の経過」欄の上から１

行目ないし１８行目 

１５ １６頁目の「資産税関係事案処

理 等 経 過 表 」 の 「 日 付 （ 日

数）」欄の一部，「事項」欄の一

部，「面接者」欄の一部及び

「処理等の経過」欄の一部 

１６ １７頁目のメモの上部余白部分

及び２行目ないし６行目の一部 

１７ ３５頁目の「相続税資料カード

兼準備調査書（第２表）」のう

ち上部右余白部分，「３被相続

人の所得等の状況（円）」欄

（項目を除く。）及び「４被相

続人の継続管理等の情報」欄

（項目を除く。） 

１８ ３９頁目の「平成２３年９月分

相続税法５８条の規定による通

知書」の「市区町村民税の課税

標準」欄 

１９ ４０頁目及び４１頁目の全て 

２０ １８頁目ないし２０頁目の全て 当該部分は，取引先等に対

して，担当者が調査・収集し

た資料であり，開示すること

により，調査の対象範囲や深

度等国税当局の手の内を明ら

かにすることとなり，その結

果，税務調査への対策を講じ

たり，税額計算上の不正手口

の巧妙化を図るなど租税の賦

課又は徴収に係る事務に関

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

２１ ３６頁目及び３７頁目の全て 

２２ ４４頁目及び４５頁目の全て 

２３ ７８頁目ないし２３７頁目の全

て 
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し，国税当局による正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

の発見を困難にするおそれが

生じ，ひいては，税務行政の

適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため。 

２４ ４２頁目の所得税の準確定申告

書（第一表）の整理欄の一部 

 当該部分は，申告書の具体

的な審査事項等を記載する部

分であり，当該部分を開示す

ることにより，所得税の賦課

に係る事務に関し，正確な事

実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為

を容易にし，若しくはその発

見を困難にするおそれがある

ため。 

法 １ ４

条 ７ 号

柱書き 
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別表２（諮問庁が開示することが相当とする部分） 

 

分冊 諮問庁が開示することが相当とする部分 

２分冊目 

 

１２３頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第１表）」のう

ち「申告額（千円）」欄及び「構成比」欄 

１２４頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第２表）」のう

ち「主業種」欄及び「従業種」欄 

１３６頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第４表）」の

「主業種」欄の一部 

９分冊目 

 

１頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第１表）」のうち

「申告額（千円）」欄及び「構成比」欄 

２頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第２表）」のうち

「主業種」欄及び「従業種」欄 

１２頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第４表）」の「主

業種」欄 

３９頁目 

７５頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第２表）」のうち

「主業種」欄及び「従業種」欄 

８０頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第４表）」のうち

「主業種」欄 

１０分冊目 

 

７頁目の「相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税省略決議

書」の「申告額（円）」欄 

３５頁目の「相続税資料カード兼準備調査書（第２表）」のうち

「主業種」欄及び「従業種」欄 
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別表３（補充理由説明書の別表） 

 

番号 
別表１の

対応箇所 
分冊 不開示とした部分 

不開示

理由 

１ ５の番号

１９ 

９分冊目  ４０頁目の「所得税の準確定申告書

（第一表）」の整理欄の一部 

法 １ ４

条 ７ 号

柱 書 き

及びイ 

 

２ ５の番号

２０ 

９分冊目  ４２頁目，４８頁目，５２頁目，５

６頁目，６０頁目，６４頁目及び６

８頁目の「所得税の確定申告書（第

一表）」の整理欄の一部 

３ ５の番号

２１ 

９分冊目  ４４頁目の「所得税及び復興特別所

得税の確定申告書（第一表）」の整

理欄の一部 

４ ６の番号

２４ 

１０分冊目 ４２頁目の所得税の準確定申告書

（第一表）の整理欄の一部 

５ ６の番号

１０ 

１０分冊目 ６頁目の全て 法 １ ４

条 ２ 号

及 び ７

号イ 

６ ６の番号

１９ 

１０分冊目  ４０頁目及び４１頁目の全て 
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別表４（開示すべき部分） 

 

番号 分冊 開示すべき部分 

１ ２分冊目 ７６頁目，７７頁目及び７９頁目ないし８２頁目の全て 

２ ８５頁目ないし８８頁目の全て 

３ ９分冊目 ２２頁目の全て 

 

 




